
事　業　名 担当課 開始年度 終了年度

1 自殺対策計画の策定 健康課 H30 H30

2 水道料金改定について 上下水道課 H30 H30

3 白井市商業施設等誘致促進条例の制定 産業振興課 H30 H30

4 白井市情報提供計画策定 総務課 H30 H31

5 第５次総合計画後期基本計画策定 企画政策課 H30 R2

6 西白井地区コミュニティ施設整備事業 市民活動支援課 H26 H31

7 第２期白井市ども・子育て支援事業計画策定事業 子育て支援課 H30 H31

　　平成31年度市民参加推進会議評価対象事業　評価シート



資料２

平均

◎ 79点 ○ 69点 △ 31点 ○ 57点 ○ 65点 ◎ 82点 ○ 72点 △ 50点 ◎ 78点 64.8

評価

質問

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント
実施した市
民参加の
数

15 15 15 10 15 15 15 15 10 15 13.9

選択した市
民参加の
手法

5 5 3 2 3 3 5 5 3 4 3.7

意見の取り
扱い・公開
方法

5 5 3 2 2 3 5 5 4 4 3.7

市民参加
の取り組
み・積極性

5 5 4 2 2 4 5 4 3 4 3.7

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 7 5 7 5 7 5 8 7 8 6.6

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 6 4 8 1 4 1 5 4 4 4.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 13 9 15 6 11 6 13 11 12 10.7

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 8 8 8 8 8 10 10 8.5

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 10 8 5 7 8 5 9 9 7.6

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 16 0 13 15 16 13 19 19 14.3

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 7 9 7 8 8 10 0 10 7.4

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 11 10 9 6 8 7 0 10 7.6

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 19 0 16 14 16 17 0 20 13.3

その他
の
方法

①開催場所・時間・回数
開催場所：庁舎・保健福祉センター
時間：平成30年12月2日　14時00分～16時00分
回数：1回
②参加者の資格
殺対策に取り組むにあたり、市民に限定せず、理
解や協力を得る必要があること、千葉いのちの電
話との共同開催であることから白井市民および千
葉県民とした。
③事前周知の方法
広報しろい、ホームページ、各センター、図書館、
新聞、県広報、会議等
④結果公表・取扱い
結果公表：非公開　※共催行事実施報告書として
作成
会議録：要点訳
⑤市民参加の内容
千葉いのちの電話公開講演会を市が共催で実
施。講演会の中で、市が今年度自殺対策計画を
策定していること、12月15日からパブリックコメント
を行うことの説明を行った。

①事前周知は、積極的
に行われ評価できる。
②結果公表は、「報告
書」の公表を考慮できた
のではないか。

参加資格を千葉県民
まで広げており、望ま
しい水準を満たしてい
る。

①審議会について
「公益団体6名」、「在住在勤
者6名」及び「職員２名の内
訳」
②パブコメについて
HPのアクセス件数

　 ①千葉いのちの電話公開
講演会の内容は共催行事
報告書の中に記載されてい
るのか。
されている場合、どこに公開
されているのか。

①公募委員の数を増やすことはできなかった
のでしょうか。
②他の市民参加の手法を採用されなかったの
は何故でしょうか。

①講演会の出席者が多かっ
たことを評価します。

公益的団体とは何？
周知に3ヵ所必ずを知っていた
か。
選考基準・非公開の理由。

①審議会委員として6つの公益的団体が入っ
ているが，団体名と出席者の自殺問題に対す
る具体的な係わり(専門性)について問う
②　当該案件を当初から市民参加推進事業と
して取り上げた意義、目的を問う。(専門家に
より問題点を整理してからでも良かったので
はないか)

①公募委員を最低の一名とした理由は。
②計画決定した第３回会議は、４５分と短いが十分な審
議はできたのか。
③パブリックコメントへのアクセス件数は何件か。
　　また、資料の提供は図書館でも実施したのに、結果
公表（ゼロではなかった）では図書館を外したのはなぜ
か。
④本年度に予定しているアンケートで、せっかく自殺防止
関係の設問も用意しているのに、計画策定後の実施とし
て、アンケート結果を反映できないスケジュールにしたの
はなぜか。
⑤講演会は、本計画策定に関する採用した市民参加の
手法の一つになるという判断に疑問を持つが、計画策定
に関してどのような市民参加になるのか。

①市民公募委員の割合が少ない
と思いますが、もう少し多くするこ
とは考えませんでし

①土休日の開催。多くの市民が入場でき
る。
 ②対象者の資格が限定されていない。
 ③事前周知が情報公開コーナーでな
い。一方、新聞、県広報などで周知され
ている。
 ④講演会の結果が公表されていない。
聴けなかった市民のためにも講演要旨
は公表するべきでは。
 ⑤講演会をパブコメ実施の周知の場と
して利用している。しかし、講演会での参
加者からの意見聴 取し、素案作成に反
映させることを考えると、講演会をもっと
早い時期に実施した方が良かったので
は。

①講演会を市民参加の
手法としてとらえるので
あれば、募集人数より多
い参加者が集まり市民
の意識の高さを感じる。
②講演会での案内がパ
ブコメに繋がったと評価
する。
③結果公表としての報
告書は話が聞けなかっ
た人にも公開した方が良
いと思う。

計画策定後の実施なので

①共催事業報告書の
中に、公開講演会の内
容は記載されているの
か。されている場合、
どこで公開しているの
か。

①事前周知の３点セッ
トが揃っていない。

①募集期間３１日間＞３週間。必須窓口
に加えて図書館、各センターでも受付け
た。
②提供資料に概要版なし。
③MUSTの場所に加えて各センターでも
提供されている。
④事前周知が図書館、担当課窓口で行
われていない。検討結果の公表時期の
記載がない。
⑤パブコメ結果が図書館で公表されてい
ない。パブコメ募集場所で結果公表され
ていない所がある（図書館、担当課窓
口、各センター）。パブコメ結果は審議会
に報告されている。

①パブコメを市民が知り
考える時間を考慮してい
るのは大変良いことだと
評価する。
②（提案）これだけの手
法をとっても忘れられる
情報公開コーナーや図
書館は只今パブコメ募集
中の掲示板を作って各
課が利用するようになる
と課の意識も市民の意
識も変わってくるのでは
ないか。

計画策定のために実施した市民参加手法の一つと
しては認定できない。

①受ける身である市民
の関与が少なく、会議時
間も短い。決まりごとの
確認で終わっていない
か。
②選考基準は公開して
も何の問題もないのでは
ないか。むしろ公開すべ
き。
③保健福祉センターでも
会議の予定表をはり出
すとよい。

資料の提供は図書館でも実施したのに、結果公表
（ゼロではなかった）では図書館を外している。

①会議録は、情報公開コー
ナーや図書館にも是非置い
て欲しい。

①事前周知の方法、
結果公表取り扱いにつ
いて、３点セットがそ
ろっていない。

パブ
リック
コメン
ト(意見
公募)
募集

①提供資料
募集期間：平成30年12月15日～平成31年１月14
日（31日間）
応募方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各セン
ター・回収箱、担当課窓口、図書館
②資料の提供場所
計画や条例の素案、パブリックコメントの目的・意
見の提出方法などを記した案内、意見書
③資料の提供場所
担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各セン
ター、図書館
④事前周知の方法
広報しろい、ホームページ、その他の方法（講演
会等の参加者への案内）
⑤結果公表・取扱い
公表の方法：平成31年3月１日　情報公開コー
ナー、ホームページ
意見の件数：2人から2件

事前周知、結果公表の
方法について、さらに充
実させて欲しい。

事前周知、結果公表
に図書館が入ってい
ない。

審議会
の
設置

任　　　期：平成30年7月～令和2年6月（2年間）
　　　　　　　※専門委員は（平成31年3月まで）
募集期間：平成30年5月1日～平成30年5月25日
（25日間）
①公募委員の数・全体に占める割合
委員の人数：12人（男8女4）
市民公募委員：1人(うち無作為抽出0人）
②選考基準・公募委員の男女比・地域の割合、募
集方法
委員の人数：12人（男8女4）
市民公募委員：1人(うち無作為抽出0人）
③会議の回数：2回　（全て公開）
時間帯：平日日中
応募者：2人（男１女１）　選出者：1人（男1女0）
選出地域：七次台小学校区1人
選考基準：非公開　※問合せに応じることは可
応募方法：郵便、担当課窓口
周知方法：広報しろい
④HP、情報公開コーナー
会議の回数：3回　（全て公開）
時間帯：平日日中
HP、情報公開コーナー
⑤結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP
会議録：要点訳
公開に要する期間：2か月以内

①専門性は高いが、公
募委員の割合（８％）が
低い。
②選考基準（非公開）及
び周知・公表方法等が
不十分。
③会議開催（平日日中、
午後のみ）は要検討。

①公募委員の割合が
男女2：1であり、男女
で考え方の相違が生
じやすい健康を考え
る事業なので割合を
考慮すべきだったと
思う。
②事前周知や公表結
果がHPと情報公開
コーナーのみでは基
準を達していない。

①結果公表がHPだけしか無
いことが残念です。
公表までの期間もかかり過
ぎかと思います。

①公募委員の数が１名しかない。１２分
の１と占率も低い。
②選考基準が公開されていない。募集
周知がホームページ、情報公開コー
ナー、図書館でされていない。
③重たい問題であり、３回の会議で十分
であったか。実施された３回の会議はす
べて平日日中。１回程度は平日夜間か
土休日に開催できなかったか。
④会議の事前周知が図書館で行われて
いない。検討に必要な資料を公開してい
るか？
⑤会議録は見やすく工夫。公表が図書
館で行われていない。会議録にインデッ
クスなし。
　１か月以内に公開されていない。

課としてこの事業を頑張ってリー
ドしていることは大いに評価す
る。が、市民参加の視点から見
ると市民の意見を吸い出し反映
させているのかというと今一歩
の感じがする。

①自殺は家庭、学校、職場、地域社会におけ
る人間関係に根差して起きることが多い事案
である。自殺と云う機微な問題を含む案件を
市民参加推進事業の対象として取り上げたこ
とは評価できる。
②審議会委員の公募委員の割合が極端に小
さく、これでは専門家の委員会のように感じ
る。市民の意見を反映させると云うのであれ
ば公募委員の募集定員を増やすべきであっ
たのではないか。
③講演会の聴講者募集80人に対して参加者
は119人であった。これは市民の関心の高い
証拠。庶民の声を聴くことが計画を策定する
上で最も心すべきであったのではないか。

①審議会では、公募委員の絶対数と比率が極めて低
い。計画を決定した第３回目の会議時間は４５分間だ
が、十分な審議ができたのだろうか。
②講演会の中で、計画策定やパブリックコメントの周知を
図ったとのことだが、同計画の策定事業の一環としての
市民参加の手法の一つとカウントするのは困難である。
③平成 31 年 11 月頃を予定している「健康」に関するア
ンケート調査の中で、自殺対策等に関する調査の項目も
あるが、計画策定に反映できないアンケートでいかが
か。
④パブリックコメントについては２件と多くはないが、募集
期間の長さ（31日間）含め、良好な実施と言える。

①市民公募委員の人数が少ない

審議会の設置：H307.1～R2.6.30
パブリックコメントの募集：H30.12.15～
H31.1.14
その他市民参加の方法：講演会、市の取り
組み（計画の作成、パブリックコメントの実
施）の周知

各手法の周知、公表などMUSTの場所
で、実施がされていなかったのは残念。

①「千葉いのちの電話」と
の共同開催の講演会は、
市民とともに自殺対策を取
り組もうとする市の姿勢が
よく伝わって良いと思った。
②審議会公募委員やパブ
コメの周知に図書館他が
入っていない。

一般に行われている「健康づ
くり推進会議」とは、健康診査
や健康教育、健康相談、保険
栄養指導、指向指導、機能訓
練などであり、自殺対策の検
討を行う組織ではないと考え
る。
したがって、教育関連の専門
家、学校関係者、警察の担当
者、精神科医などで構成する
審議会で検討すべきではな
かったのか。

①事前周知と結果公表の取
り扱い窓口が少ない。
②共催の公開講演会である
からこそ、周知の徹底や、
関係機関、関係者の出席な
ども知りたいと感じた。

①市民に身近な問題であり市民の声を幅広く
取り入れて素案を作成するべきだった。
  審議会委員１２名中、公募委員は１名と極め
て少ない。
②タウンミーティング、ワークショップ、意見交
換会などを開催し幅広く、市民の声を聴くべき
だったのではないか。
③講演会ももっと早い時期に実施していれば、
参加者からの意見をその場の質問や、会場ア
ンケート等で汲み取り、素案に反映することが
できたと思う（パブコメ段階では微調整しかでき
ない）。
講演会を聞きに行けなかった市民のためにも、
実施結果は公表するべきだと思う。

講演会をうまく利用して
市の取り組みを周知し、
市民に関心を持ってもら
う努力をしたと評価す
る。

総合評価点

委　員　氏　名

事業名：１　自殺対策計画の策定 令和元年８月２日時点



資料２

平均

△ 33点 × 26点 △ 30点 △ 30点 △ 30点 △ 31点 △ 34点 × 27点 △ 32点 30.3

評価

質問

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント
実施した市
民参加の
数

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0
選択した市
民参加の
手法

5 4 3 2 4 4 2 5 2 4 3.3
意見の取り
扱い・公開
方法

5 4 3 4 3 3 5 4 2 5 3.7

市民参加
の取り組
み・積極性

5 4 2 2 3 2 2 4 2 1 2.4

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 7 9 8 9 8 9 10 10 8.7

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 6 8 7 7 9 7 6 7 7.2

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 16 13 17 15 16 17 16 16 17 15.9

総合評価点

委　員　氏　名

①行政は、値上げ等に際して「適正化」というもっともらしい表現を使う場
合が多いが、「適正化＝値上げ」ではないと思うが、事務局の考える適
正化とはどういう意義をもっているのか教えて欲しい。
※光熱水というライフラインの中で、上水は「生命の維持に不可欠」であ
り、高額となり支払えないとか、特別な事情で払えない場合はどう考える
のか。単純に、受益者負担という考えのもと、給水停止などを行うことは
適切とは言えないと思うがどうか。
※租税でも、負担能力が弱いなどの場合に措置や執行停止などの措置
があるが、水道料金に関しては、租税以上にこうした配慮（救済措置）が
必要だと思うがどうなっているのか。
②パブリックコメントや説明会などを計画・実施しなかった理由は何か。

上下水道事業審議会の設置時期、及び水道料金の
改定について実質的に審議を開始した時期について
問う。

①審議会について
公益団体（２名）の内訳と選
考理由

①選出した学識経験者の専
門性は何か。
②公益団体の代表者はどん
な団体から選出されたのか。

①もっと早い時期に審議を尽くし、早期に値上げを実施する
か抜本的な対策をしていれば、今回のような難問とはならな
かったと思う。
なぜ、これまで、値上げの議論が先送りされたのでしょうか。
②評価調書についての質問です
公募委員の応募が各センター回収箱でも受付られたとあり
ますが、なぜ募集周知が行われなかったのでしょうか。

①水道料金の改定は、市民生活に直接的な影響を
及ぼすものであり、慎重な審議・検討が必要である。
担当課の自己評価で、上下水道事業審議会で審議さ
れ答申を受けているので市民参加の手法として問題
ないとしているが。審議会は重複組織ではないか。
②審議会の意見のみが市民の声ではない。市民に
最も身近な問題である案件であり、アンケートやワー
クショップなど他の意見徴集も実施するなどして、市
民の声を幅広く徴集するべきであったのではないか。
③審議会の設置時期が8月とは遅すぎる。これでは
実質的な審議が出来ない。
④10代の公募委員とは特筆できる。新鮮な意見が聞
けるものと期待している。

①審議会では、女性委員の比率をもっと高めて欲しかった。
②単純に「賛否を問うようなアンケート」は必要ないと思う。が、審議会以
外に「パブリックコメント」や「説明会（質疑含む）」などの、丁寧な手続き
が欲しかった。

①実施した手法が審議会のみで
すが、もう少し手法を増やして欲
しかった。

審議会の設置：平成30年８月22日～平成31年
２月６日

①意見交換会やワークショッ
プ等の市民参加の拡大をし
なかった背景は何か。

①公募人数の割合も良し、
結果公表については１ヵ月
以内に会議録を公開してい
る。すばやい対応である。
②事前周知が2ヵ所のみであ
ることが残念である。

①十年以上据え置かれていた水道料金の値上げを検討す
るもの。身近な問題であり、意見交換会や、各地区での説明
回を行うなど、広く市民の声を聞く必要があったのではない
か（特に市営水道利用地区において）。
②審議会の審議期間も約半年と短かい。３回では十分な審
議を尽くすには足りなかったのではないか。
③逆ザヤ解消のためには、いきなり３５％の値上げが必要と
いう事務局の説明から議論が始まっている。
もっと以前に、値上げの必要について理解を求めるべきで
あったのではないか。
赤字補填のための補助金は、県営水道利用地区住民の税
金が市営水道地区の住民のために使われるということ。この
状態は今後も長く続く。市民の理解と納得を得ることが大
切。

水道料金改定という市
民生活に関わる事柄は
もっと市民の意見、考え
を聞く機会、例えばアン
ケート、パブコメ等欲し
かった。

20歳の若者が応募する為に
何か特別な声掛けとかをし
たのか。

事業名：２　水道料金改定について

審議
会の
開催

任　　　期：平成30年3月～令和2年3月　（2年間）
募集期間：平成29年12月15日～平成30年1月15
日
①委員の人数：10人（男8女2）
市民公募委員：3人（うち無作為抽出１人）
②応募者：4人（男3女1）、選出者：2人（男２女０）
選出地域：七次台小学校区1人、桜台小学校区
１人
選考基準：公開
応募方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各セ
ンター・回収箱、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP
③会議の回数：3回　（全て公開）
時間帯：平日日中
④HP、情報公開コーナー
⑤公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：要点訳
公開に要する期間：1か月以内

①募集、事前周知の方
法が不十分。
②会議の開催の（平日
日中午後）が限定的。

①委員の男女比が４：１
と偏りがある。
②応募者もすべて男性
を選出しているのはな
ぜだろう。
③選考の周知方法他、
図書館が入っていな
い。

①公募委員占有率３０％。
②募集は広報しろい、ホームページで行われたが、情
報公開コーナー、図書館で行われていない。
　応募だけは各センターでも受付。
③会議が３回のみ。全て平日日中。（平日夜間か土休
日の開催なし。）
④会議の事前周知が図書館でない。
⑤結果公表はMUSTの３箇所で実施している。１ヶ月以
内の公表と早い。会議録にインデックスなし

①審議会に20歳の若者
が応募して採用されて
いるのに驚いた。
②女性の応募がないの
は保育が書かれていな
いからではないか。
③募集期間は年末年始
だが1ヵ月間あるので良
い。

公募期間は十分。 ①会議の開催が平日日中
のみなのは残念ですが、会
議録を1ヵ月以内に公開し
ている事を評価します。

市民参加の手法を多用し、市民の理解を深め、意見を
広く求めるべきであったと思う。

①特に広く市民の意見を反
映させる必要のある事業で
審議会のみの機会だけで良
いのだろうか。
②市民目線からすると不足
を感じる。
③市民の目に触れる情報公
開コーナー、図書館の活用
をお願いしたい。



資料２

平均

△ 50点 × 28点 △ 39点 △ 39点 △ 37点 × 28点 △ 39点 △ 42点 △ 30点 36.9

評価

質問

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント
実施した市民
参加の数 15 10 10 5 10 10 10 10 10 10 9.4
選択した市民
参加の手法 5 5 3 1 3 2 2 2 2 2 2.4
意見の取り扱い・
公開方法 5 5 2 2 2 3 1 2 2 1 2.2

市民参加の取り
組み・積極性 5 4 2 1 2 3 1 2 1 1 1.9

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 6 6 5 5 8 8 9 8 7.0

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 5 6 4 6 6 5 7 8 6.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 16 11 12 9 11 14 13 16 16 13.1

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 5 9 7 6 6 6.6

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 5 9 6 2 4 5.2

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 10 0 18 13 8 0 10 11 0 7.8

一般に商業施設とは道の駅
やモール、再開発ビルなど
を想定したものが多い。本
条例は、こうちた施設の検
討を行っていくものなのだ。
とすれば、街づくり都市計画
などの専門家を選出した審
議会を設置すべきではな
かったのか。

①事前周知、結果の取り扱
いについては３点セットが
揃っていない。
②出席者資格を白井市産業
振興ネットワーク会議委員
に限定しているが、これは市
民参加にあたるのか。

①確かに大型施設の誘致に有効と思うが、財政面への影響や
各企業間の競争、近隣自治体との関係など総合的に判断する
必要がある。広く専門家の意見や、市民の意見を聞いて策定す
べきであったのではないか。
②産業振興ネットワーク会議に　意見を求めているが、パブコメ
実施段階で１回だけの意見聴取となっており遅いと思う。素案策
定の前に、もっと多くの回数が必要だったのではないか。
③実施したパブコメは意見０に終わった。MUSTである「広報しろ
い」、情報公開コーナー、図書館で周知しておらず、募集期間も
１７日間と短いなど、工夫の余地があったのではないか。

①市産業振興ネットワーク会議
は市民がどれくらい参画してい
るのか
②周知のHPはどれだけの閲覧
があったのか。

産業振興ネットワークの性格について問う。 ①終了事業ではないのか（位置づけで、継続事業になっている）
②「白井市産業振興ネットワーク」の委員や会議に関する情報がホームページで検索で
きないが、どういうことなのか。この機関は附属機関ではないのか。その理由は何か。
○白井市産業振興条例　平成25年3月22日　（白井市産業振興ネットワーク)
第8条　産業の振興に関する重要事項を調査審議するため、白井市産業振興ネットワー
ク(以下「ネットワーク」という。)を置く。
2　ネットワークは、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)　産業の振興に関する施策　　　(2)　この条例の見直しに関する事項
(3)　前2号に掲げるもののほか、産業の振興に関する事項
3　ネットワークは、産業の振興に関する事項について、市長に意見を述べることができ
る。
4　ネットワークは、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱
する。
(1)　学識経験を有する者　(2)　産業経済団体の代表者　(3)　事業者の代表者
(4)　市民　　(5)　前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
5　委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

①パブリックコメントの募集に応
募意見が無かったことに対する
自己評価は。

審議会を設置なくネットワーク
会議で制定について議論され
たというより、賛同を求めただ
けで、市民生活及び市の発展
に大きく影響があると思われる
事柄なのにパブコメの広報の
仕方に何の工夫を感じられな
い。

①白井市の発展には良い事業であると思う。
②白井市の「条例」を制定しようと云う重要案件なのだから「審議会」を設
ける必要があったのではないか。担当課の自己評価で、市民に直接義務
を課す案件ではないとしているが、奨励金の原資はどこから出ているの
か。他にも、商業施設(立地と称するならばある程度も地域)が出来れば、
周辺住民への衛生環境、騒音、交通渋滞、治安の悪化、立ち退きなど
様々な問題が惹起する恐れがあり、住民の負担も生ずる。奨励金だけの
問題だけで“義務”を論ずるのは問題ではないか。
③「産業振興ネットワーク」から条例制定に肯定的な意見をもらったので
問題なしとしているが、同ネットワークは推進機関（or団体?）否定的な意
見を言うはずがない。行政は手順を踏んで市民の声を幅広く聴く姿勢で
臨む必要があったのではないか。
④パブリックコメントの締め切りが10月26日、この時点で応募ゼロである
ならば、市民の声を聴く次の手段を講じる必要があったのではないか。意
見が無ければ賛同を得たと解釈しているのだろうか。

①市民参加手法としては、パブリックコメントと、その他の手法として白井市産業振興
ネットワークの会議で意見聴取をしたとのことだが、このネットワークはいわゆる審議会
（附属機関）ではないのか、議事録を含む関係情報はホームページへの掲載もないの
はいかがか。
②パブリックコメントを郵送では受け付けず、産業振興ネットワークの会議録を情報公開
コーナーだけでしか公表しないなど、市民参加に関する基本的な姿勢に強く疑問を持
つ。

①白井市産業振興ネットワーク
会議の委員のみで構成、市民
公募委員がいない。

審議会（附属機関）ではないのか。諮問したのか、賛同を得ることの意味が良く分
からない。

その
他の
方法

①開催場所・時間・回数
白井市産業振興ネットワーク会議
開催場所：庁舎
時間：平成30年10月26日　15時00分～16時30分
回数：１回
②参加者の資格
対象者の範囲：白井市産業振興ネットワーク会議
委員
③事前周知の方法
広報しろい、ホームページ、担当課窓口
④結果公表・取扱い
結果公表：公開　情報公開コーナー
会議録：要点訳
⑤市民参加の内容
白井市商業施設等誘致促進条例の制定につい
て、白井市産業振興ネットワーク会議で内容につ
いて審議し制定について賛同を得た。

事前周知、結果公表の
方法が不十分である。

①パブコメについて
HPのアクセス件数

②その他の方法について
・ネットワーク会議（委員）の
位置付（限定した理由）
・出席者への資料提供が閲
覧の理由

本条例は、商業施設等誘致
促進条例の制定に関し、市
民の意見を求めるだけのも
のなのか。

・評価調書の「その他の方法」に意見公募を行ったとあります
が、ネットワーク会議のための意見公募でしょうか。

①提出方法に郵便がな
い。
②事前周知がHPのみ
であると高齢者は対象
にしていないのか。

①募集期間１７日間と短い。各センターで応募受付。一方
郵送での受付をしていない。
②提供資料に公表時期の記載なし。提供資料に概要版も
ある。
③提供場所。MUSTの情報公開コーナーでなし。他方各セ
ンターで提供。
④事前周知がMUSTの「広報しろい」、情報公開コーナー、
図書館でなし。
　事前周知に際し、検討結果の公表時期を明示していな
い。
⑤パブコメ結果、意見０。資料提供した場所で結果公表が
ない→情報公開コーナー・図書館。

①資料のチェックが違って
いる為、評価が大変困っ
た。
②パブリックコメントを求め
るにあたって広報に出せ
ば良いというのではなく、
いかに多くに人の意見を
求めることが出来るかを
意識して掲載してほしい。

なぜ、郵送は受け付けないのか理解できない。

①回数が１回では足りないのでは。
②産業振興ネットワーク委員のみ参加。
③事前周知は情報公開コーナー、図書館でなし。
④結果公表がMUSTのホームページ、図書館でなし。

①会議録がいつ公表され
たかわからない。
②ネットワーク会議の市民
参加部分が見えないので
評価できない。
③１回の会議だけで終わ
れる内容であるのか疑問
である。
④事前周知の方法で広報
での周知確認ができな
い。

パブ
リック
コメン
ト(意
見公
募)募
集

①募集期間・提出方法
募集期間：平成30年10月15日～平成30年10月
31日（１７日間）
提出方法：ファクシミリ、電子メール、各セン
ター・回収箱、担当課窓口
②提供資料
計画や条例の素案、計画や条例の概要、パブ
リックコメントの目的・意見の提出方法などを記
した案内、意見書
③提供場所
担当課窓口、HP、各センター、図書館
④事前周知の方法
HP
⑤結果公表・取扱い
結果公表：平成30年11月16日　意見なし
公表の方法：HP

事前周知、結果公表の
方法が不十分である。

市民に直接的な義務を
課す事案ではないと思
うが、事前周知がHPだ
けでは市民参加に積極
性を全く感じない。

パブリックコメントの実施：
平成30年10月15日～平成30年10月31日

その他市民参加：白井市産業振興ネットワーク
会議
平成30年10月26日　15時00分～16時30分

市民参加の手法を多用し幅広く市民の意見も聞くべきで
あった（。専門知識を持った市民も多数いる。）

事業名：３　白井市商業施設等誘致促進条例の制定

総合評価点

委　員　氏　名



資料２

平均

0.0

コメント

質問

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント
実施した市民
参加の数 15

選択した市民
参加の手法 5

意見の取り扱い・
公開方法 5

市民参加の取り
組み・積極性 5

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 6 7 8 7 7 8 8 9 7.5

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 6 8 6 6 7 5 7 6.8

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 15 13 16 13 13 15 13 0 16 12.7

総合評価点

委　員　氏　名

①どういうスタンス、目標をもって取り組んでいるのでしょうか。
②情報公開（市民参加の前提）で、日本一と言えるような水準をめざす姿勢でいるのでしょうか。

①実施状況調査票の概要「８
自己評価」及び「９日配布資
料」の内容が未記載。
②「学識経験者の専門分野」
及び「公募委員の応募動機
の適切性」の具体的内容。
③会議開催場所「その他」？

平成31年度４回会議開催予
定とのことだが、まだ開催さ
れていないのか。

①学識経験者とはどんな専
門性なのか。
②学識経験者にマスコミ関係
者を加えることを必要ではな
いのか。

①実施状況調査票には、対象とする情報、
取り扱う範囲など、検討の前提条件が記載
されていませんので軽々には言えません
が、常識的には、「調査票・概要5.」及び「会
議の概要2.」で示されている事柄は、いずれ
も議論百出の課題です。当該事業の実施期
間(1年半、会議数6回)、委員会のメンバー、
行政スタッフなどを勘案すると、いずれも期
待どおりの成果を得ることは難しいのではな
いかと思います。事業の名称を「計画」から
「基本概念」、「基本方針」、「基本構想」な
ど、目標値が曖昧な事業名称とすることをお
勧めいたします。

継続事業なので、点数評価はしない。
行政機関の「情報公開」に関しては、国レベルでも文書類の隠蔽や改ざんが相次ぎ、信用は地に落ちてい
ると言っても過言ではないなかで、白井市においても「学校給食共同調理場問題」や「平成３０年度個人市
県民税の大量誤賦課問題」などで、市民に正確な情報を伝えず誤魔化そうとする情報操作が行われ、非常
に残念だった。
国境なき記者団が発表している日本の報道の自由度も大きく低下しており、今や胸をはって自由主義陣
営、民主主義陣営とさえ言えなくなってきていると思う。
この問題は、政府機関だけでなく、日本を代表するような大企業でも軒並み発生し、日本企業の信用も大き
く落ち込んでおり、「バブル崩壊後の失われた１０年だけでなく、世界の中で日本だけが３０年」とも批評され
る状態になっていることと無関係ではない。
ぜひ、信用を回復させるような「ごまかしができなくなるような措置の制度化（例えば、会議録の改ざんを許
さないように、録音データの保存と公開の義務付けなど）」、具体的には公文書を適正に管理する制度（条
例化が最も好ましい）と、条例にもとづく公開請求という手続きをとらないでも速やかに公開・開示すること
を、改めて明確にするなどを期待している。
ごまかしのない情報公開が担保は、民主政治、民主的行政運営の土台であり、本推進会議におけるの市
民参加に関する評価などにおいても、その基礎となるもので強く期待している。

平成30年度以前に実施した市民参加の手法：
審議会の設置平成30年11月13日～令和2年3月
31日

平成31年度以降の実地予定の市民参加の手法：
アンケート調査の実施：実施日未定

事前周知、調査及び結
果公表等のそれぞれの
方法について、事前に
十分検討いただきたい。

３１年度実施のアンケートについて、インターネット利用や、無
作為抽出によらないものが予定されているとのこと。
しかし市民参加推進会議での評価基準ではインターネットア
ンケートは対象外となってしまう。

初年度であるにしても、事業
目的（行政内部の情報共有、
市民への情報提供の具体的
指針の策定）を達成するため
の取組意欲があまり感じられ
ない。今後に向けて、まず
は、自己評価をしっかり行うこ
とが必要です。

市民参加は、情報の策定と
公開がカギをにぎっていると
言われている。
したがって、適切な情報を策
定し公開することが必要とな
る。
行政基礎情報、財務情報産
業統計情報、政治争点情報
など必要な情報を整理し、公
開していくことが待たれてい
る。

①昨年度１１月に開始し、昨年度中に実施された市民参加の手法
は審議会（２回）のみ。今後、情報の受け手の市民の声を幅広く聴
き、計画策定に反映していただきたい。（ワークショップ、意見交換
会の実施など。）
②審議会について
・公募委員占率が５０％と高いのは評価したい。
開催が平日日中、今後、平日夜間、土休日の開催も検討いただき
たい。
・会議の周知がMUSTの図書館でなかった。
・会議録の公表先にMUSTの情報公開コーナー、図書館がない。
・会議録の公表が半年後というのは遅すぎる。
      （周知・公表は情報提供の基本なので改善いただきたい。）

事業名：４　白井市情報提供計画策定

審議
会の
設置

任　　　期：平成30年11月～令和２年3月（２年間）
　　　　　　（計画策定まで）
募集期間：平成30年8月1日～平成30年8月17日
（17日間）
①公募委員の数・全体に占める割合
委員の人数：6人（男3女3）
市民公募委員：3人（うち無作為抽出1人）
②選考基準・公募委員の男女比・地域の割合、募
集方法
応募者：3人（男2女１）　選出者：2人（男1女1）
選出地域：池の上小学校区2人
選考基準：公開
応募方法：郵便、電子メール、各センター、担当課
窓口
周知方法：広報しろい、HP、各センター、担当課窓
口
③会議の回数・時間帯
会議の回数：2回　（全て公開）
時間帯：平日日中
④事前周知の方法
HP、情報公開コーナー
⑤公表の方法：HP
会議録：要点訳
公開に要する期間：半年以内

公募委員の募集方法、
事前周知・結果公表等
の市民への情報提供が
不十分である。

事前周知に図書館が
入っていない。

①公募委員占率が５０％あるのは評価できる
②募集の周知がMUSTである情報公開コーナー、図書館でな
い
 一方、各センターで周知されたのは評価できる
③開催が平日日中、今後、平日夜間、土休日の開催も検討
いただきたい。
④会議の事前周知がMUSTの図書館でなかった。
⑤会議録の公表先がMUSTの情報公開コーナー、図書館で
なし。会議録の公表が半 年後というのは遅すぎる。
会議録にインデックスがない。

①応募方法各センター
違うのでは。
②会議回数３回は違う
のでは。
③事前周知の方法図書
館が足りない。
④結果公表に図書館、
情報公開コーナー足り
ない

会議録の公開をもっと早く。

情報提供計画という市民に
とって重要な課題であるにも
関わらず積極的に公開する
姿勢が見られないのが残念
である。



資料２

平均

◎ 終了年度 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 0.0

コメント

質問

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント
実施した市民
参加の数 15

選択した市民
参加の手法 5

意見の取り扱
い・公開方法 5

市民参加の取り
組み・積極性 5

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

①複数の手法を実施ある
いは計画予定していること
を評価期待しております。

①お金をかけない方法
手のアンケートで対面
だと断りにくい。
②eモニターアンケート
対象のwebアンケート
は母数がどれだけある
のか

アン
ケー
ト調
査の
実施

①情報公開コーナー、担当課窓口
②調査方法：市民課窓口で調査票の配布・回
収
調査期間：平成31年1月4日～令和元年6月28
日　（１７６日間）
③市民課窓口で転出入の届け出をする人
④H30年度は実施中
⑤公表予定：令和元年9月
公開方法：情報公開コーナー、HP、図書館、担
当課窓口

①事前周知の方法に
広報しろい、HP等がな
く不十分

審議
会の
設置

任　　　期：平成29年8月～令和2年8月　（3年
間）
募集期間：平成29年6月1日～平成29年6月15
日

①公募委員の数・全体に占める割合
委員の人数：15人（男9女6）
市民公募委員：5人（うち無作為抽出2人）
②選考基準・公募委員の男女比・地域の割合、
募集方法
応募者：16人（男14女2）、選出者：3人（男2女
1）
選出地域：七次台小学校区1人、池の上小学校
区１人、第三小学校区一人
選考基準：公開
応募方法：郵便、ファックス、電子メール、各セ
ンター・回収箱、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP、情報公開コー
ナー、各センター、図書館、担当課窓口
③会議の回数・時間帯
H30年度後期基本計画についての審議は未実
施

①市民公募委員（５
人）の割合が低い
②会議の時間帯の予
定（平日日中のみ）は
要検討。

①公募委員に応募して
きた人が１６名いるの
は市民にとって関心の
高さを感じる。

平成30年度以前に実施した市民参加の手法：
アンケート調査の実施：平成3１年１月4日～令和
元年7月
審議会の設置：平成29年8月～令和２年8月

平成31年度以降の実地予定の市民参加の手法：
アンケート調査の実施：実施日未定
パブリックコメントの募集：令和2年6月～令和2年7
月
ワークショップの開催：令和元年9月21日～令和
元年9月29日

評価対象期間が３ヶ月のみ。この間に審議会の実施は１
回もない。アンケートも実施中で集計は未済。
市民参加の手法として評価できるものはない。

①計画的に色々な手
法を用いて市民の意
見を吸い取る工夫がさ
れている。

①公益団体とはどの様な
団体ですか。
併せて団体数も教えてくだ
さい。

①後期基本計画の策定は、調査票5.「事
業の概要・目的」示されているように、今
後5年間の白井市行政の方向性を定める
重要な計画です。計画策定に当たって、
市当局の審議検討の進め方は、審議会
の委員の構成、委員会の開催予定、ワー
クショップ、パブリックコメント、アンケート
などの実施予定(実施時期及び内容を含
め)は、いずれも市民の声をより反映させ
ようとする意図が盛り込まれており、現段
階においては妥当であり、評価できます。

①公募委員に応募者が多い事
にこの事業に対する関心の高
さを感じました。

①審議会委員の人数（15
人）のうち「公益団体の代表
者（７人）」の内訳

 ・アンケートの周知が情報
公開と担当課のみで、広報
しろいやホームページでも
行い、
広く市民に伝える必要があ
るのではないか？
>

①公募委員のうちの無作為
抽出委員の数は応募者が
たくさんいても変更なしか。

①アンケート調査で、「居住地の決定理
由」を問うた理由を問う。

①審議会に配布した資料の
記載がない。総合計画の策
定で今後必要とされる資料
は、人口動態調査や出生
率、地域生活環境指標や決
算統計、施策の原価計算な
どの財務情報である。どの
ような資料を審議会に配布
したのか。
市民参加で最も重要なこと
は、情報の公開である。

①公募の応募者が多く、市
民の関心がある事業であ
る。
無作為抽出以外で公募委
員を採用してもいいのでは
ないか。

②私自身、この審議会に参
加しているが、アンケート調
査のもとに今まで行ってき
たワーク
（職員と委員との話し合い）
が生かされればよいと思っ
ている。

①評価対象期間が３ヶ月のみ。この間に実施された市民参加
の手法として評価できるものはない。

②審議会委員１５名中公募委員５名と占率１/３ある。しかし無
作為抽出を除くと３名。応募が１６名もあったので適格者はもっ
と多数いたのではないか。無作為抽出委員は応募者で適格者
が不足する場合のリザーブとすることはできないものか。

③事業開始後に審議会は１回も開催されていないが、アン
ケートが実施されている。審議会に諮る必要があると思うが。

①審議会が一年間の中で
一度もなかったことに計画
の進捗が委員に見えてこな
いのではないか。

事業名：５　第5次総合計画後期基本計画策定

総合評価点

委　員　氏　名



資料２

平均

◎ 終了年度 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 0.0

コメント

質問

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント
実施した市民
参加の数 15

選択した市民
参加の手法 5

意見の取り扱
い・公開方法 5

市民参加の取り
組み・積極性 5

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

総合評価点

委　員　氏　名

事業名：6　西白井地区コミュニティ施設整備事業

①平成24年～25年の施設用地活用検討会
議、平成26年～施設建設準備委員会を設
けて審議検討がされてきた。この間、施設
整備の必要性について地域住民への周知
を図るとともに、地域住民の要望等の徴取
など丁寧な手順を踏み、基本設計、さらに
は建築工事へとすすめていることは評価で
きる。

①複数の市民参加の手法が取
り入れられていること、周知方法
周知場所速やかな結果報告等
高く評価します。

①準備委員会委員（14人）の
「公益的団体の代表者2人」
及び「その他１０人（関係地
域住民の代表者）」の内訳。
②第3回会議の出席委員15
名出席率107.1％？

①パブリックコメントに対する市の考え方の公表を２９年６月３０
日に行っているが、審議会に報告されたのが７月１日。パブコメ
意見に対するスタンスを審議会に諮るべきではなかったか。（事
後報告ではなく。）

①市民参加という切り口で公
募委員に求めるものは何か
教えて欲しい。

①審議会(施設建設準備委員会)の委員数
を問う。

①コミュニティ施設は、異常
時には避難場所となる建物
である。そこで審議会に防災
の専門家などの人選は行わ
なかったのか。
②本施設は地域施設である
ため審議会の公募に関し地
元枠などが必要ではなかっ
たのか。

①審議会に、関係地域住民の代表者
が10名であるが、公募委員が2名で
あるので、市民に直結した事業であ
るため、公募委員をもう少し増やして
もいいのではないか。
②審議会は広く周知した方がよいの
で、ホームページや情報コーナーだ
けでなく、市民が集まる場所等にも掲
示するなどの工夫が必要なのではな
いか。
③・審議会は、土日に行い、市民が
参加しやすいようにしている点が非常
に良い。パブコメに関しても審議会で
市の対応の報告している点も評価で
きる。

①対象期間中に実施された市民参加の手法は審議会の開催２
回のみ。したがって基本的には３０年度答申と変わらない。
②施設の整備にあたっては、今後も市民に対する情報提供が必
要となる。
③公募委員に占有率が１４％（２名）と低い、近隣地区以外の市
民の利用や建設に伴う財政負担を考慮すれば、公募委員の割
合を上げるべきであった。
④地区説明会を休日に開催したことは、地域コミュニティを高め
る意味でも良かったが、近隣住民以外にも広く市民を対象にして
もよかったのではないか。
⑤上記３０年度答申で指摘した「広く市民に対する情報提供」は
行われたのか？

①施設をたてる場合建築の
専門家とその利用の方法で
運営側のアドバイザーが必
要だと思う。利用者側の立場
だけだと抜け落ちる部分が
出てくると思うので、会議の
中に委員として入れて欲し
かった。

①審議会委員募集について
広報しろいの募集記事を読む
と、委員は３名募集のように受け
取られましたが結果は2名になっ
ています。
西白井４丁目在住の方から応募
が無かったということでしょうか。

平成30年度以前に実施した市民参加の手法：
審議会の設置：平成26年7月26日～令和2年3月
31日
パブリックコメントの募集：平成29年6月8日～平
成29年6月21日
その他の方法：住民説明会　平成29年6月10日

①審議会の開催が２９年７月、３０年２月、３０年１０月、３１
年３月と開催間隔が長い点が気になる。
②今年度の評価対象期間３０年４月～３１年３月までに実施
された市民参加の手法として見るべきものはない。
（審議会の開催が２回あったのみ。）
③３０年度答申で、「審議会開催についての事前周知を図
書館でも行うようにと」コメントしたが（調査票によれば）改善
されなかった。

①住民説明会は最後の
パブコメの時だけでな
く、建築準備委員会設
置の折にもして、住民
の意見を幅広く聞く機会
を持った方が良かった
と思う。

①審議会の設置、パブリッ
クコメントの募集、住民説明
会の開催等市民参加手法
を多く取り入れている事を
評価します。

審議
会の
設置

任　　期：平成26年7月～（建設が完了するまで）
募集期間：平成26年6月1日～平成26年6月13日

①公募委員の数・全体に占める割合
委員の人数：14人（男11女3）
市民公募委員：2人（うち無作為抽出０人）
②選考基準・公募委員の男女比・地域の割合、
募集方法
応募者：3人（男3女0）　選出者：2人（男2女0）
選出地域：大山口小学校区1人、南山小学校区
１人
選考基準：公開
応募方法：郵便、電子メール、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP、情報公開コーナー、
各センター
③会議の回数・時間帯
会議の回数：16回　（全て公開）
時間帯：土曜日日中
④事前周知の方法
HP、情報公開コーナー
⑤結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：逐語訳
公開に要する期間：2か月以内

①公募委員の割合
（14％）は低い
②会議の時間帯（土日
の日中）は評価。
③周知方法の図書館等
が不十分

①平成３０年度答申で指摘したにもかかわらず、図書館で
の事前周知がされていない。
②土日開催は評価できる
③公募委員占率１４％と基準の３０％を下回る。

①審議会の委員が全員
サービスを受ける側の
人間で、専門家がいな
いこの委員会は果たし
て多面的な話し合いが
出来たのだろうか。
また、それならば、使用
者の立場で思い切って
女性の委員を半数入れ
ることも考えた方が良
かったのではないか。

①但し、構想段階、概念検討段階、設
計・建設段階とフェーズが変わってい
るのに審議会の委員の顔触れが変わ
らず、専門家の委員を増員するなどの
措置が取られていない。

その
他の
方法

①開催場所・時間・回数
西白井地区コミュニティ施設建設に係る地区説
明会
開催場所：大山口小学校
時間：平成29年6月10日　10時00分～11時30分
回数：1回
②参加者の資格
対象者の範囲：市民（建設予定地近隣地区に在
住の方）
③事前周知の方法
広報しろい、ホームページ、情報公開コーナー
④結果公表・取扱い
結果公表：公開　ホームページ
会議録：要点訳
⑤市民参加の内容
基本設計策定段階において、施設の建設経緯
や事業の進捗状況について確認するとともに、
基本設計素案の内容や施設開所後の管理運営
方法の方針について、広く共通認識と情報の公
開を行うため、西白井駅圏の住民を対象に説明
会を実施した。

①事前周知及び結果公
表の方法が不十分

①図書館での事前周知と結果公表がされなかった。 ①パブコメの募集時期
にあわせての説明会は
大変良いが、広報を見
る限りでは見逃してしま
いそうな周知の仕方だ
と思う。せめて対象地域
の回覧板にでも乗ると
よかった。

①住民説明会周知日から
開催日までの期間日数が
もう少し有ると良かったと思
います。
広報しろいの記事にかぎっ
て言えば、パブリックコメン
トの募集記事の中で書かれ
てますが、せめて表題を2
行にするなどの工夫があれ
ば、もっと周知効果があっ
たのではと思ってしまいま
す。

パブ
リック
コメン
トの
募集

①募集期間・提出方法
募集期間：平成29年6月8日～平成29年6月21日
（14日間）
提出方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各セ
ンター・回収箱、担当課窓口
②提供資料
計画や条例の素案、計画や条例の概要、パブ
リックコメントの目的・意見の提出方法などを記し
た案内、意見書
③提供場所
担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各セン
ター、図書館、
④事前周知の方法
広報しろい、ホームページ、情報公開コーナー
⑤公表の方法：平成29年6月30日　情報公開
コーナー、ホームページ、図書館
意見の件数：4人から28件

①事前周知の方法が不
十分

①募集期間、提供資料、提
供場所、周知方法等評価
基準を満たしており、かつ
短期間で結果公表に至って
ることなど評価致します。

①素案の段階でパブリックコメントを行ったことは評価でき
る。
しかし、パブリックコメントに対する市の考え方の公表を２９
年６月３０日に行っているが、審議会に報告されたのが７月
１日。パブコメ意見への対応は審議会に諮るべきではなかっ
たか。（事後報告ではなく。）
②図書館での事前周知が不十分されていない。

①HPのアクセス数を見
ても市民にとって関心
の高い事業である。



資料２

平均

◎ 終了年度 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 × 0点 0.0

コメント

質問

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15

選択した市民
参加の手法 5

意見の取り扱
い・公開方法 5

市民参加の取り
組み・積極性 5

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

総合評価点

委　員　氏　名

事業名：7　第2期白井市子ども・子育て支援事業計画策定事業

①少子高齢化の時代に、子育てを支援することは最
も重要なことの一つです。第5次総合計画後期基本計
画の中で「子ども・子育て支援事業」を位置づけし推
進しようとする白井市の姿勢に敬意を表します。
②これまで、「第2期白井市子ども・子育て支援事業
計画」を策定するために、その基礎となる子ども・子
育て支援に関する実態調査とニーズ調査を行ったこ
とは理解できるが、最終年度である令和元年度の審
議会について見ると、“施策の総合的かつ計画的推
進について審議する”。と具体性に欠ける記述となっ
ている。
　事務局として、最終年度ではどのような“仕上り像”
を導きだすのか言及してもよいのではないか。

①概要９「配布した資料一
覧」が未記入
②会議委員（１８人）の「公益
的団体の代表者１３人」及び
「行政機関職員2人」の内訳

①ニーズ調査はとても重要なもの
であるのに、なぜアンケートの事前
周知をしないのですか？
②待機児童や量の見込みを明確
にするためにも周知すれば回答率
がアップするのではないか）もし、
何か対策をしているのであれば教
えてください。

①アンケートの回収率につ
いて学校配布回収と郵送で
の結果が知りたい。就学前
なら、保育園、幼稚園にお願
いする方法もありでは。

①審議会(子ども・子育て会議)に学識経験者が入っ
ていない理由を問う
②公益団体の代表者13名　どのような性格の団体か
問う
③「子どもの生活実態の把握」とは誰を対象にどのよ
うな内容(一言で言える範囲で可)を調査したのでしょ
うか。市内には厳しい貧困生活を強いられている家
庭もある。調査目的を問う。
④就学児童、生徒を対象にしたアンケート調査内容
(一言で言える範囲で可)について問う

①審議会委員に女性が多く
参加したことは検討テーマか
ら見て大変良かった。近年、
子育て支援には避けて通れ
ない問題として虐待、いじめ
などが重要視されるように
なってきた。審議会にこれら
の専門家とか入っていない
のか気がかりだ。
②配布資料にどのような資
料が配布されたのか記載が
ない。

①審議会に学識者がいない、市内
の団体だけではなく、第三者として
の学識者が必要である。
②審議会の公募の周知に関して
は、担当課や図書館等、子育て世
代の参加を促すことが必要なので
はないか。

①委員１８名中公募委員３名と極めて少ない。子育て世代の女
性を多く起用すべき。応募が少ないが、無作為抽出委員を起用
するなど工夫できなかったか。
②公募委員の募集周知、開催の事前周知、会議録の公表など
がMUSTの場所で行われていない。
③アンケート実施に際して、事前周知が行われていなかった。
５千件弱もの大量発送を行うのだから、「広報しろい」をはじめと
して事前周知を行うべきであった。

①周知に情報公開コーナー
や図書館など最大限利用し
てほしい。

①審議会委員の中に学識経験
者が入っていない理由
②委員会構成メンバーにある公
益的団体とは、どんな団体です
か
その団体数は何団体ですか

平成30年度以前に実施した市民参加の手法：
審議会の設置：平成28年10月25日～令和元年
10月24日
アンケート調査の実地：平成31年1月18日～平
成31年1月31日

平成31年度以降の実地予定の市民参加の手法
パブリックコメントの実施：令和2年1月～

①アンケート結果を是
非反映させてほしい。

①審議会委員の公募の周知、会議の開催の周
知、会議録の公表。アンケートの公表方法など
ホームページを介して行っているが、パソコンや
スマホに強いママさんだけが関心あるのではな
い。市民に広く知ってもらいたいのであれば、他
の媒体も活用すべきであると思います。
②就学児童、生徒を対象にしたアンケートは保
護者と同一の設問で行ったのでしょうか。子育て
全般にわたる質問であれば、保護者のみ。児
童、生徒の生活実態であれば学校教育の一環
として調査した方が良かったのではないでしょう
か。

審議
会の
設置

任　　　期：平成28年10月～令和元年10月（３年
間）
募集期間：平成28年8月1日～平成28年8月22日

①公募委員の数・全体に占める割合
委員の人数：18人（男6女12）
市民公募委員：3人（うち無作為抽出１人）
②選考基準・公募委員の男女比・地域の割合、
募集方法
応募者：5人（男2女3）　選出者：2人（男0女2）
選出地域：清水口小学校区1人、南山小学校区1
人
選考基準：公開
応募方法：郵便、ファクシミリ
周知方法：広報しろい、HP
③会議の回数・時間帯
会議の回数：2回　（全て公開）
時間帯：平日日中
④事前周知の方法
HP、情報公開コーナー
⑤結果公表・取扱い
公表の方法：HP
会議録：要点訳
公開に要する期間：2か月以内

①公募委員の割合が低
い
②周知方法の図書館等
が不十分
③会議の時間帯（平日
日中）は要検討

①会議録は、情報公開コー
ナーや図書館にも是非置
いて欲しい。

アン
ケート
調査
の実
施

①事前周知の方法
事前周知　無し
②調査方法・調査期間
平成31年1月18日～平成31年1月31日
③調査対象
調査対象:
⑴就学前児童保護者2,000名（無作為抽出）
⑵市立の小学5年生及び中学2年生とその保護
者（全数）
④発送件数・回収件数・回収率
発送件数：4,824件
回収件数：3,358件
回収率：69.61％
⑤結果公表・取扱い
結果公表：令和元年7月中
公表の方法：HP

①事前周知及び結果公
表の方法が不十分

①アンケートの事前周知が一切、行われていない。
②アンケートの実施結果をホームページで検索したがみる
ことができなかった。
③結果公表は情報公開コーナー、図書館でも行うのが必須
である。

①結果公表をHPだけで
なく学校へ通じての回
収なら学校へも公表し
学校便り等に載せても
らえるようにすると保護
者の目にふれて良かっ
た。そうすることにより
関心を持ってもらえると
思う。

①結果公表がHPだけしか
無いことが残念です。
公表までの期間もかかり過
ぎかと思います。

①委員１８名中公募委員３名と極めて少ない。子育て世代
の女性を多く起用すべき。応募が少ないが、無作為抽出委
員を起用するなど工夫できなかったか。
②公募委員の募集周知が情報公開コーナー、図書館で行
われていない。
③開催の事前周知が図書館で行われていない。
④会議録の公表が情報公開コーナー、図書館で行われて
いない。

①委員は子育てという
と女性の委員で平日日
中可能という専業主婦
のイメージでの募集で
は今の生活体系とは
会っていないと思う。む
しろ、働くパパ・ママが
応募できる条件を整え
るべきだと思う。


